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タイ: Covid-19 情勢最新情報 
執筆者：Jirapong Sriwat、今泉 勇、Apinya Sarntikasem 

 

※ 本ニュースレターは、2021 年 5 月 31 日現在の情報に基づいています。 

 

 2021 年 4 月初旬以降、Covid-19 の第 3 波がタイ全土に破壊的に広がっています。タイでは、近時、累積感染件数が 150,000 件

を超えており、タイ国民の間で深刻な懸念が生じています。他方、タイ政府はようやく集団接種プログラムを開始し、2021 年末まで

に国民の 70%にワクチンを接種するという目標を掲げています。 

 

 タイでは、タイへの事業・投資に対するパンデミックによる影響を軽減するため、予防接種以外にも様々な法整備を行っていま

す。重要なものは以下のとおりです。 

 

- 電子的会議に関する新たな規則：:現在、タイの非公開企業および公開企業については、デジタル経済社会省が課すセキュ

リティ対策の下で、出席者が世界のどこからでも出席することができる電子的手段を通じて、株主総会および取締役会を開

催することが認められています。そのため、どの参加者についても、物理的な出席は不要です。会議の通知および同封物

は、電子メールで出席者に配布することもできます。 

 

- 個人情報保護法(以下「PDPA」といいます。)の全面施行延期：PDPA は、2019 年 5 月 27 日付けタイ政府官報にて公表さ

れ、元々2020 年 5 月 27 日に施行予定でした。もっとも、パンデミックのため事業者が PDPA の要件を完全に遵守する能力

に懸念を抱く中、タイ政府は、PDPA の全面施行を 2021 年 5 月 31 日まで延期していたところ、近時 2022 年 5 月 31 日まで

更に延期しました。追加の延期がなければ、2022 年 6 月 1 日から PDPA が施行されます。 

 

- タイ中央銀行(以下「BOT」といいます。)の「ビジネスのための経済救済パッケージ」:BOT は、多くの影響を受ける事業者が

より容易に資金にアクセスできるよう、最新のソフト・ローン・スキームを発行しました。この新しいスキームでは、金融機関に

対して 5000 億バーツ以下のクレジットラインを有する事業者は、2019 年 12 月 31 日現在または 2021 年 2 月 28 日現在の
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いずれか高い方のクレジットラインの 30%までの貸付を求めることができます(ただし、最大総額は 1 億 5000 万バーツで

す。)。他方、2021 年 2 月 28 日現在、金融機関との間にクレジットラインが設定されていない事業者は、契約期間の最初の

2 年間に 2000 万バーツ以下の融資を年利 2%以下で(且つ、平均年利 5%以下で)受けることができます。 

 さらに、事業者は、資産保管プログラムに参加することもでき、資産を融資の担保として使用することができます。事業者

は、合意された譲渡価格に、年 1%の追加の繰越原価、ならびに発生した資産維持費用およびその他の関連手数料を加え

た金額で自らの資産を買い戻す権利を持つことができます。 

 

- タイ投資委員会(以下「BOI」といいます。)の Covid-19 の影響を緩和するための措置:BOIは、医療分野への投資を加速する

ための以下の措置を承認しました。 

 

(1) (i)2020 年 1 月 1 日から同年 6 月 30 日までに BOI 投資促進の申請を行った医療機器製造業者で、(ii)同年 12 月 31

日までに生産を開始し所得を生み出し、(iii)2020 年および 2021 年に生産高の少なくとも 50%を分配および/または寄付

する者は、さらに 3 年間、法人所得税の 50%の減税を受ける資格があります。 

 

(2) 2020 年 9 月中に BOI に生産ライン調整の申請を行い、2020 年中に輸入した場合には、医療機器の製造ラインを変更

した BOI 事業者は、機械の輸入税の免除を受けることができます。 

 

(3) 例えば、医薬品級アルコールの製造に対する 8 年間の法人所得税免除や、医療用マスクまたは医療機器の製造のた

めの原材料として使用される不織布の製造に対する法人所得税免除の 3 年から 5 年への拡大など、医療用製品の製

造に使用される原材料を製造する事業に対して、より多くの税制上の優遇措置が付与されます。 
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2004年タンマサート大学卒業(LL.B.)、2009年ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業(LL.M.)。2004-2013年までバ

ンコクのリンクレーターズ法律事務所勤務。2013年8月、バンコク事務所加入。タイを中心とした国際コーポレートファ

イナンス、M&A取引、事業再生/倒産、資源エネルギー等の国内外の数多くの案件に関与し幅広い知識と実務経験

を有する。 
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2004年東京大学法学部卒業。2006年弁護士登録。2013年ニューヨーク州弁護士登録。複数国での海外駐在経験を

生かし、日系企業によるタイ進出案件に集中的に関与。投資案件・紛争案件問わず、アジア諸国において各国外国

法弁護士と緊密に連携して日系企業にアドバイスした豊富な経験を有する。 
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M&A、ジョイント・ベンチャー、国際取引、一般企業法務を専門とする。2011年 New York University School of Law 

卒業(LL.M.)、2014年 九州大学Graduate School of Law 卒業(LL.D.)。2020年よりChulalongkorn Universityで客員講

師を務める。 
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当事務所のアジアプラクティスは、日本とベトナム、インドネシア、シンガポール、フィリピン、タイ、マレーシア、ラオス、カンボジア、ミャンマー、イン

ド、中国、台湾、香港、韓国等を含むアジア諸国との間の、国際取引を幅広く取り扱っております。例えば、一般企業法務、企業買収、エネルギー・天然資源関

連、大型インフラ、プロジェクト・ファイナンス、知的財産権、紛争処理、進出および撤退等の取引について、同地域において執務経験のある弁護士が中心とな

り、同地域のビジネスおよび法律実務を熟知した、実践的なリーガルサービスの提供を行っております。本ニューズレターは、クライアントの皆様のニーズに即

応すべく、同地域に関する最新の情報を発信することを目的として発行しているものです。 
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